
シニア

年間保険料額（※1）
限度額６４万円
（６２万円）

＝
均等割額
４４，１００円
（４３，３００円）

所得割額
賦課のもととなる所得金額（※2）

×８．７２％（８．８０％）

ふれあい銭湯事業
銭湯でいきいき自分ケア

直接会場へ（先着順）
営業時間前の銭湯の脱衣所を利用して、介護予防
につながる簡単なはつらつ体操、筋トレやレクリ
エーション、脳トレなどを行います。各実施日に
おける内容など、詳しくはシニア活動支援センタ
ーまたは各銭湯へお問い合わせください。
4月より寿湯も新たに加わりました。
【日時・会場】 下表のとおり
【対象】 区内在住65歳以上で、付き添いなしで会
場へ来られる方各銭湯10～15人程度
【持ち物】 飲み物
【担当課】
シニア活動支援センター �03‐5698‐6201

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる場合が
あります。

シニアのためのゆっくり・じっくりIT講座 5月分
日会内下表のとおり対区内在住５５歳以上の方方往復ハガキに希望番号・住所・氏
名（フリガナ）・年齢・電話番号を書いて、各申し込み先に４月２２日㈬（必着）ま
で（多数抽選）。担シニア活動支援センター
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令和2年度保険料額決定通知書は、7月中旬に送付します。 【担当課】 国保年金課 �03‐5654‐8528
【保険料の決め方】

カッコ内は平成３０・３１（２０１９）年度の数字です。

（※１） 年間保険料額は１００円未満切り捨て
（※２） 前年の総所得金額等から３３万円（基礎控除額）を差し

引いた額。
ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

保険料均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等の合計額」が右表に
該当する場合、均等割額が軽減されます。
なお、国により特例として実施されてきた総所得金額等の合計額が

33万円以下の方の軽減は、平成31（2019）年度より段階的に見直されてい
ます（※３、※４参照）。
また、5割軽減および2割軽減の対象となる所得基準額が拡大されま

した（※５、※６参照）。
（※３）平成３１（２０１９）年度／８割→令和２年度／７割
（※４）平成３１（２０１９）年度／８．５割→令和２年度／７．７５割
（※５）平成３１（２０１９）年度／３３万円＋（２８万円×被保険者の数）以下
（※６）平成３１（２０１９）年度／３３万円＋（５１万円×被保険者の数）以下

保険料所得割額の軽減（東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策）
被保険者本人の総所得金額等から33万円（基礎控除額）を差し引いた

「賦課のもととなる所得金額」が右表に該当する場合、所得割額が軽減さ
れます。

制度加入の前日まで被用者保険（※7）の被扶養者だった方の保険料の軽減
均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減され、所得割額は当面の間かかりません。なお、低所得による均等割額

の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
（※７）国民健康保険と国民健康保険組合を除く健康保険（健康保険組合・共済組合など）

時間・会場・申し込み

【時間】
午前９時３０分～１１時３０分
【会場・申し込み】
〒１２４‐００１２立石６‐３８‐１１
シニア活動支援センター内
シニアIT・活動情報サロン
�０３‐３６９２‐３１８０

【時間】
午前１０時～正午
★は午後１時３０分～３時３０分
【会場・申し込み】
〒１２５‐００３２水元４‐６‐１５
水元憩い交流館
�０３‐５６６０‐３１１３

【時間】
午前／午前１０時～正午
午後／午後１時３０分～３時３０分
【会場】 たつみ憩い交流館
（西新小岩２‐１‐４）
【申し込み】
〒１３３‐００５１江戸川区北小
岩６‐２‐６‐１０２NPO法人ユ
ニコムかつしか
�０３‐６６５７‐９３３３

【時間】午前１０時～正午
午後１時３０分から各講座の
フォローアップを無料で行
います。
【会場・申し込み】
〒１２４‐０００６堀切１‐２３‐６
堀切憩い交流館内
NPO法人キッツ
�０３‐３６９１‐９６９１

使用ソフト／ウインドウズ１０ ※のコースはローマ字入力できる方が対象です。
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日程

５／４・１１㈪
５／１８、２５㈪
５／５～２６㈫

５／６～２７㈬

５／７・１４㈭

５／２１・２８㈭
５／５、１２㈫

５／１９・２６㈫

５／６・１３㈬

５／２０・２７㈬

５／７・１４㈭

５／２１・２８㈭

５／８・１５㈮
５／８・１５㈮
５／７～２８㈭午前

５／２１・２８㈭午後

５／９～３０㈯午後
５／６～２７㈬午前

５／７・１４㈭午後

５／９・１６㈯午前

５／１１～２５㈪
５／１２～２６㈫
５／１３～２７㈬
５／７・１４㈭
５／８・１５㈮
５／２１・２８㈭
５／２２・２９㈮

コース

パソコンで楽しむ趣味の写真 撮影・整理・保存・画像調整 全２回
ここが知りたいマンツーマン１日講座 スマホやパソコンのここを教えて
iPhone・iPadタブレット入門（操作の基本～便利機能を学ぼう） 全４回
アンドロイドスマホ・タブレット（初心者でも安心して学
べます）（持ち込みのみ） 全４回
iPhone・iPadで楽しむ趣味の写真とビデオ 撮影・画像
調整・保存 全２回
スマホ・タブレットのLINE講座 ますます便利になった機能満載 全２回
ここが知りたいマンツーマン１日講座 パソコン操作のできないところを学ぼう
iPhone・iPadで楽しむ趣味の写真とビデオ 撮影・画像
調整・保存 全２回
アンドロイドスマホ・タブレット初心者入門講座
（再受講者歓迎）（持ち込みのみ） 全２回
アンドロイドスマホ・タブレット便利機能アプリ活用術
（再受講者歓迎）（持ち込みのみ） 全２回
スマホでここまで出来る英会話入門 翻訳・アプリ・音
声・LINEの英会話活用 全２回
iPhone・iPadの便利講座 カレンダー・連絡先・メモの
便利な活用 全２回
パソコンで楽しむ趣味の写真 撮影・整理・保存・画像調整 全２回
スマホ・タブレットのLINE講座 ますます便利になった機能満載 全２回
初めてのパソコン 全４回
デジカメ、スマホ（アンドロイド）の写真をPCへ取り込み
・整理・印刷（持ち込みのみ） 全２回
初心者のためのワード入門（案内状・表・はがき作成） 全４回
初心者のためのエクセル入門（表計算・グラフ作成・データ操作） 全４回
サクッと操作！アンドロイドスマホ（写真、音楽、地図）
（持ち込みのみ） 全２回
サクッと操作！アンドロイドスマホ（LINE使いこなし）
（持ち込みのみ） 全２回

パソコン応用講座（ステップアップ）
各種案内状・報告書・住所録・表計算などの作成、作図・
画像・写真などの処理操作方法 全３回

パソコン基礎講座（１）基本操作（電源ON~OFF、文字入力 他）
全２回

パソコン基礎講座（２）情報検索、メール送受信、スマホ・
タブレットの基本操作など 全２回
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�０３‐
３６０７‐１４２７

�０３‐
３６０２‐３７９７
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�０３‐
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３６９７‐５７８７

実施日時

４／１６、５／２１、６／１８㈭
午後２時３０分～３時３０分

４／２１、５／１９、６／１６㈫
午後１時３０分～２時３０分

４／１５、５／２０、６／１７㈬
午後２～３時

４／２４、５／２２、６／２６㈮
午後２時４５分～３時４５分

４／２８、５／２６、６／２３㈫
午後１時３０分～２時３０分

４／２２、５／２７、６／２４㈬
午後１時４０分～２時４０分

５／１４、６／１１㈭
午後２時３０分～３時３０分

４／２３、５／２８、６／２５㈭
午後１時３０分～２時３０分

４／１５、５／２０、６／１７㈬
午後１時３０分～２時３０分

銭湯（会場）

栄湯
（高砂８‐１５‐１２）

富士の湯
（亀有２‐５‐７）

さつき湯
（東堀切３‐２７‐９）

末広湯
（宝町１‐２‐３０）

第四富士の湯
（宝町２‐１１‐８）

アクアドルフィンランド
（立石７‐１６‐３）

アクアガーデン栄湯
（東四つ木３‐４５‐７）

寿湯 NEW
（東四つ木４‐１９‐１４）

千代の湯
（東新小岩５‐１７‐６）

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 均等割額の
軽減割合

３３万円以下で、被保険者全員が年金収入８０万
円以下（その他の所得がない） ７割（※３）

３３万円以下で７割軽減の基準に該当しない ７．７５割（※４）
３３万円＋（２８．５万円×被保険者の数）以下（※５） ５割
３３万円＋（５２万円×被保険者の数）以下（※６） ２割

賦課のもととなる所得金額 所得割額の軽減割合

１５万円以下 ５０％

２０万円以下 ２５％

令和2年度の後期高齢者医療制度の保険料
および軽減措置が決定しました

▽６５歳以上（令和２年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさ
らに１５万円（高齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、この１５万円
は所得割額の計算では適用されません。

▽世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

▽軽減判定は、令和２年４月１日（新たに後期高齢者医療制度の対象となった方は加
入時）の世帯状況で行います。

毎月
実施

＋

スマートフォンアプリ「カタログポケット」で
電子書籍版広報かつしかを、多言語で読ん
だり聞いたりすることができます。

（４）
令和2年（2020年）4月5日 No.１７９８


